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1 何社程度の採択を予定しているか。



1 申請はどんな法人でも可能か。

次の要件を満たす民間事業者及び団体による申請が可能となっております。
(1) 日本に拠点及び法人格を持ち、日本における事業実態を有していること。
(2) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
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1 提出すべき書類は何か。
公募要領の「５．公募期間・応募手続き」中の【提出書類】部分に記載の書類を、ホームページ上の
webフォームから提出してください。なお、webフォームの類型ごとの内容は、当該webフォームのと



1 土地・建物の費用は補助対象となるか。
土地・建物の費用は対象ではありませんが、実証場所での土地賃借料は含まれます。補助対象経費につ
いては、公募要領「６．補助対象経費」を参照ください。
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1 補助金の前払い・概算払いは可能か。 事業終了後の精算払いのみとなります。


